
書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

令和 2年 度  事 業 報 告 書

令和 2年  4月  1日 から  令和3年 3月  31日 まで

WO法人すくすくはあと

1 事業実施の方針

2 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業

令和 2年度は、平成 30年度に開始した障害児通所事業の安定を図った。
ペアレントメンター事業に関しては家族会の運営の安定し、学習会を企画できた。
障害のある家族への支援に関する研究事業は新型コロナウイルス感染拡大防止の為
中止とした。相談事業に関して、情報収集や視察を実施した。

令和 3年度以降すくすくキッズに保育所等訪問事業を開所する準備をしていく。
令和 3年度就労継続支援、共同生活援助事業、
相談事業を開所する準備をしていく。

(事業費の総費用 【27,743】 千円)

定款に記載
された

事業名
事 業 内 容 日 時 場 所 従事者

人 数

受益
対象者
範囲

受益対象

者人 数

事業費

(千円)

ペアレン トメ
ンター事業

すくすくキッズ家族会
ペアレントトレーニング
学習会

年11回

年7回

年1回

事業所 2 当時者家族 50名 0

児童福祉法に
規定する障害
児通所支援事
業

児童発達支援事業 継1続事業 事業所 5 寮育 の必要
のある児童

10名 /日 2,019

児童福祉法に

規定する障害
児通所支援事
業

放課後等ディサービス事
業

継続事業 事業所 5 寮育の必要
のある児童

10名 /日 25,724

子育て及び褥
性に関する訪
査・研究・研
修事業

啓発講演会事業 (発達障
害の理解につながる啓発
講演)

新型コロナウ
イルス感染械
太防止のため
中止

事業所 1 関心ある市
民

50名 0

子育て及び福

祉に関す る調
査・研究・研
修事業

発達障害のある思春期の

親子への家族支援
新型コロナウ
イルス感染械
太防止のため

中止

事業所 1 関心 あ る市

民

12メ、 0

障害者総合支
援法に基づく
障害福祉サー
ビス事業

就労継続事業 開設|に向け準

賭

事業所 2 支援の必要
のある利用
者

13名 0

障害者総合支
援法に基づく
章害福祉サー
ビス事業

共同生活援助事業 開設に向け準
備

事業所 2 支援の必要
のある利用
者

3名 0

障害者総合支
援法に基づく
相談支援事業

旧談事業 開設に向け準

備

事業所 3 支援 の必要
のある利用

者

3名 0

子育て及び福
祉に関する訪
査・研究・研
修事業

非受給者証者むけ感覚統
合療育事業

新型コロナウ
イルス感染拡
大防止のため
中止

事業所 1 療育の必要
のある児童

3名 0



令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

金 田科 目

0

2,165,798
9R_1月0_5R2

,■0

15,915,982
3,207,980
1,754,836

９‐６

０４５

６４４

３４４

６５５

０４０

９００

３３０

‐８４

９４３

‐８６

７０

５５

鴫

２１

７０

５

９

　

３２

０１

４９

9,300
204,497
10,109

853,762
2,278,579

77,471
95,593
月_6R0

2.520,000
268_0'1

89,391
313,421
10,657
13,954
1,400

109,200
24,914
106,005
36,573

783

6,692
60,698
71,496

0

1,568,118

30,316,380

27,743,626

50,000

注 7収 盃

1 受取会費
正会員受取会費
正会員受取入会金
賛助会員受取会費

2 受取寄附金
受取寄附金
施設等受入評価益

3 受取助成金等
受取民間助成金

4 事業収益
児童発達支援事業収益
放課後等デイサーヒ・ス事業収益

5 その他収益
受取利息
受取配当金
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書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 2年度 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法 人 すくす くはあと

(単位 :円 )

科
日

【 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

売掛金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

建物

什器備品

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

出資金

敷金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

3 繰延資産

開業費

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払費用

1年以内返済長期借入金

役員借入金

預 り金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

21,617,

597

26,215,060

3,768,

1,

0

10,000

000

1 621

831

685

4,080,355

1,842,876

1,000,000

331,652

7,254,

2,989,886

799

948

34.140.516



令和 2年度 財務諸表の注記

1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、PO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 PO法人会計基準協議

会)によつています。
(1)固 定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年 4月 1日

以降に取得した建物 (建物附属設備を除く)並びに平成28年 4月 1日 以降に取得した建物附属設備及び

構築物については定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規
定によっております。

(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし

(3)ボランティアによる役務の提供
該当なし

(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2.事業別損益の状況

科 目 ピアサ ロン

墓 曇

児童発達
支援事業

メ課俊守ア
イサー ビス
事業

発達障害当
事者家族の
F「I=ヨ

事業部門計 管理部門

30,316

1,568

合計

1,568

30,316

1_618 31_93430.316
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1,144 14,771
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18,435
0
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2.009 25.724 3.993 31.774

156 2.425

I 経常収益
正会員受取会費
正会員受取入会金
賛助会員受取会費
受取寄附金
受取助成金等
事業収益
その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
雑給
賞与
法定福利費
福利厚生費
人件費計

(2)そ の他経費
図書研修費
支払手数料
広告宣伝費
支払利息
開業費償却
交際費
外注加工費
荷造運賃
旅費交通費
通信費
消耗品費
修繕費
水道光熱費
諸会費
減価償却費
地代家賃
賃借料
保険料
雑費
租税公課
支払報酬料
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし
4.使途等が制約 された寄附金等の内訳

該当なし

5.固定資産の増減内訳

6.借入金の増減内訳

7.役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科 目 |期首取得価額 | 取 得 減 少 じ形護コ1暫i匠ヨ 回 I彊互Ⅱ□

4,320,000

363,240

2,020,000

10,000
648,000

4,320,000

363,240

2,020,000

10,000
648,000

551,628

242,160

760,617

3,768,372

121,080

1,259,383

10,000
648,000

7.361.240 7.361.240 1.554.405 5.806.835

有形固定資産

造作

什器備品
LECOキ ッ ト

療育機器
スヌーーズレン

無形固定資産

投資その他の資産
出資金
敷金

合 計

1,000,000 1,000,000

科 目

計算書類
に計上 さ
れカインガ栢

(活動計算書)

事業費

管理費
役員報酬

管理費
支払報酬料

給料手当
賞与

2,520,000

109.000

15,915,982

3,207,980

び近親者

3,000,000

500,000

2,520,000

目鷹議]:F石■
=:Fi=1言

ヨロ 21.752.962 6.129.000



17

令和 2年度  財産 目録

令和 3年  3月  31日 現在

NPO法人 すくすくはあと

科 目 金 □

209,934

2,627,041

18,779,144

1,563

0

4597,378

3,768,372

1,259,383

0

121,080

5.148.835

10,000

648.000

658,(Ю 0

26,215,060

5.806.835

2.118.621 2.118.621

77,700

2,894,150

80%392

70,903

64,474

79,996

161,440

1,104,000

468,000

270,876

1,0∞ ,αЮ

1,044,0∞

1,521,000

1,169,948

20,000,000

191,987

62,015

7,254,883

23.734.948

3_150_685

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有 形固定資産

建物

造作

什器備品

療育機器 (ス メーズレン)

療育機器 (ス ープリクムヴィジョン)

レゴキット

有形固定資産計

(2)無形固定資産

資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

西武信用金庫普通預金

西武信用金庫普通預金

ゆうちょ銀行普通口座

ゆうちょ銀行振替口座

売掛金

無形固定資産計

(3)投 資その他の資産

出資金 (西武信用金庫)

敷金 (す くすくキッズ事業所)

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

2 繰延資産

開業費(す くすくキッズ事業所)

資  産  合  計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払費用

未払給与(3月 締め分)

未払法定福利費 (3月 分)

Amazon

楽天市場

Askul
Masterカ ー ド

1年以内返済長期借入金

ソーシャルヒ・シ・林応援融資

日本政策金融公庫

西武信用金庫

役員借入金

預り金

源泉所得税

雇用保険

住民税

流 動 負 債 合 計

2 日源泉所得税

長期借入金

ソウャルヒ・シ・ネス応援融資

日本政策金融公庫

西武信用金庫

西武信用金庫

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 2年度年間役員名簿 〈前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載 した名簿)

NPO法人 すくすくはあと

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1
監事

ツチサ
゛
キ ユキエ 令和

令和

2年 4月  1日

3年 3月 31日

平成 2年 4月 1日

令和  3年 3月 31日土崎 幸恵

2 監事
サカイ タカユキ 令和

令和

2年 4月  1日

3年 3月 31日

令和 2年 4月 1日

令和  3年 3月 31日酒井 隆行

3 監 事
サクライ ヒサエ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年 月 日櫻井 久恵

４

ニ

監事

ミヤタ キミコ 令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月 31日

年  月  日

年   月   日官田 公子

Ｅ
υ 理事

キタシ
゛
マ トモヒロ 令和 2年 4月 1日

令和  3年 3月 31日

年  月  日

年  月  日北島 朋博

＾
り

⌒理事。t=′
rY"? rrY" 令和

令和

2年 4月  1日

3年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小島 孝司

７
‥

年 月

月

日

日年

年 月

月

日

日年

8
年  月  日

年  月  日

年

年

月

月

日

同

9
年  月  日

年 月 日

年:  月   日

年:  月   日

10
年  月  日

年 月 日

年

年

月

月

日

日



書式第 4号 (法第 10条関係)

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 3年 3月 31日現在

NPO法 人すくすくはあと

氏   名 住 所 又 は 居 所

1
土崎 幸恵

2 櫻井 久恵

Ｒ

）

北島 朋博

4 酒井 隆行

5
菊間 啓真

6 菊間 未晏

7 菊間 章紘

8 岡野 孝之

9

」ヽ島 考 司

10

菖田 公子

11

12


